
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

 

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

本
法
で
規
定
す
る
特
定
自
動
運
行
に
関
す
る
許
可
の
基
準
、
特
定
自
動
運
行
に
係
る
業
務
に
従
事
す
る
者
に
課
さ
れ
る
義

務
に
加
え
、
新
た
な
資
格
要
件
の
創
設
等
の
特
定
自
動
運
行
に
関
す
る
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
無
人
自
動
運

転
移
動
サ
ー
ビ
ス
の
導
入
の
状
況
、
自
動
運
転
に
係
る
交
通
事
故
の
発
生
状
況
、
技
術
開
発
の
状
況
等
を
踏
ま
え
、
必
要
に

応
じ
て
検
討
す
る
こ
と
。 

 

二 

遠
隔
操
作
型
小
型
車
の
歩
道
等
の
通
行
に
お
い
て
は
、
関
係
省
庁
と
事
業
者
が
連
携
し
、
本
法
の
規
定
並
び
に
安
全
性
に

関
す
る
産
業
界
の
自
主
基
準
及
び
認
証
制
度
が
適
切
に
運
用
さ
れ
る
よ
う
努
め
、
子
供
や
高
齢
者
、
障
害
者
等
を
含
め
た
歩

行
者
の
安
全
が
十
分
に
確
保
さ
れ
る
よ
う
万
全
を
期
す
こ
と
。 

 

三 

遠
隔
操
作
型
小
型
車
に
よ
る
交
通
事
故
時
の
対
応
が
確
実
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
が
遠
隔
操
作
型

小
型
車
の
使
用
者
に
対
し
必
要
な
指
導
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
歩
行
者
の
安
全
を
脅
か
す
悪
質
な
使
用
を
す
る
者
に
対
し
て

は
、
本
法
の
規
定
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
厳
正
な
対
応
を
行
う
こ
と
。 

 

四 

特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
の
運
転
者
に
対
す
る
新
た
な
交
通
ル
ー
ル
の
周
知
徹
底
を
図
る
と
と
も
に
、
関
係
省
庁
と
事

業
者
が
連
携
し
、
関
係
省
庁
又
は
事
業
者
を
通
じ
た
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
の
運
転
者
及
び
広
く
社
会
一
般
に
対
す
る

効
果
的
な
交
通
安
全
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
速
や
か
に
検
討
し
、
早
期
に
実
施
す
る
こ
と
。 

 

五 

特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
の
運
転
が
運
転
免
許
を
要
さ
ず
に
十
六
歳
以
上
の
者
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
の
重
大
性
に
鑑
み
、

令

和

四

年

四

月

十

二

日 

参

議

院

内

閣

委

員

会 



十
六
歳
未
満
の
者
に
よ
る
運
転
や
悪
質
・
危
険
な
運
転
に
対
し
、
厳
正
な
指
導
取
締
り
を
行
う
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て

運
転
免
許
制
度
の
導
入
を
含
め
た
検
討
を
行
う
こ
と
。 

 
六 
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
の
車
体
の
安
全
性
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て
、
関
係
省
庁
が
連
携
し
、
速
や
か
に
検
討
す
る

と
と
も
に
、
基
準
に
適
合
し
な
い
車
両
や
不
正
に
改
造
さ
れ
た
車
両
に
対
す
る
取
締
り
を
徹
底
し
、
そ
の
排
除
に
努
め
る
こ

と
。 

 

七 

特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
に
区
分
さ
れ
る
電
動
キ
ッ
ク
ボ
ー
ド
と
、
一
般
原
動
機
付
自
転
車
に
区
分
さ
れ
る
電
動
キ
ッ

ク
ボ
ー
ド
に
つ
い
て
、
適
用
さ
れ
る
交
通
ル
ー
ル
が
異
な
る
こ
と
と
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
外
観
上
酷
似
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
両
者
の
分
類
が
容
易
に
判
別
可
能
と
な
る
よ
う
な
外
観
表
示
に
つ
い
て
、
関
係
省
庁
等
が
連
携
し
て
適
切
な
措
置
を

講
ず
る
こ
と
。 

 

八 

自
動
二
輪
車
等
の
駐
車
場
台
数
が
他
の
自
動
車
に
比
べ
て
少
な
い
水
準
に
あ
り
、
電
動
キ
ッ
ク
ボ
ー
ド
の
普
及
等
に
伴
い
、

今
後
更
に
不
足
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
状
況
に
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
関
係
省
庁
等
が
連
携
協
力
し
な
が
ら
、
駐
車
環
境
の

整
備
に
向
け
た
取
組
を
推
進
す
る
こ
と
。 

 

九 

自
転
車
事
故
に
お
け
る
乗
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
被
害
軽
減
効
果
が
高
い
こ
と
に
鑑
み
、
自
転
車
及
び
電
動
キ
ッ
ク
ボ
ー
ド

等
の
運
転
者
に
対
し
て
乗
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
着
用
促
進
に
向
け
た
効
果
的
な
啓
発
活
動
に
取
り
組
む
こ
と
。 

 

十 

歩
行
者
、
自
転
車
、
自
動
車
等
既
存
の
交
通
主
体
に
加
え
、
特
定
自
動
運
行
の
自
動
車
、
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
、

遠
隔
操
作
型
小
型
車
等
が
同
じ
交
通
空
間
を
通
行
す
る
新
た
な
状
況
が
生
じ
る
こ
と
か
ら
、
各
交
通
主
体
の
安
全
を
確
保
す

る
た
め
、
交
通
事
故
情
報
等
を
集
積
・
分
析
し
て
危
険
性
を
軽
減
す
る
措
置
を
適
切
に
講
ず
る
と
と
も
に
、
効
果
的
か
つ
厳

正
な
指
導
取
締
り
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
関
係
省
庁
が
連
携
し
、
車
道
と
分
離
さ
れ
た
自
転
車
道
、
自
転
車
専
用
通
行
帯
及

び
歩
道
等
の
交
通
空
間
を
計
画
的
に
整
備
す
る
こ
と
。 

 



十
一 

運
転
免
許
証
と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
一
体
化
に
当
た
っ
て
は
、
個
人
情
報
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
を
徹
底
す
る

と
と
も
に
、
利
便
性
等
に
つ
い
て
の
周
知
に
努
め
、
運
転
免
許
を
保
有
す
る
国
民
の
十
分
な
理
解
を
得
て
円
滑
に
実
施
さ
れ

る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

  
 

右
決
議
す
る
。 


